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【これまでの取扱い】 

●10月 31日までの応募・推薦は「一人一社」、11月 1日以降は「一人二社」まで応募・推薦可能 

【令和８年度（令和９年３月卒業者）からの取扱い】 

●指定校求人は、10月 31日までは「一人一社」、11月 1日以降は「一人二社」まで応募・推薦可能です。 

（指定校求人の取扱いはこれまでと変更ありません） 

●指定校以外の公開求人で、複数応募可の求人に限り、９月 16日の選考開始日から「一人二社」まで応募・推薦

可能となります。（令和８年度からの新しい取扱いです） 

●求人ごとの取扱いは下図を参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・９月16日の選考開始日から「一人二社」まで応募・推薦可能な求人には、高卒求人票の「職種」欄に【選考開始日

から複数応募可】と必ず記載してください。（求人票の記載方法は裏面をご覧ください） 

・同内容の求人を、「指定校求人」と「指定校にしていない求人」それぞれで申し込むことはできません。 

高卒求人を申し込む際はどちらか選択してください。 

 

 

 

令和８年度（令和９年３月卒業者）から  

愛知県の「一人一社制」の取扱いが変わります！ 

・           ・ハローワーク 
R8.3.18 

指定校求人 

公開求人 

非公開求人 

複数応募可 

複数応募不可 

複数応募可 

複数応募不可 

11月１日から一人二社まで

応募・推薦可能 

11月１日から一人二社まで

応募・推薦可能 

公開求人 

複数応募可 

複数応募不可 

９月16日から一人二社まで

応募・推薦可能 

指定校にして

いない求人 

非公開求人 ※指定校にしていない求人で 

非公開の求人はありません 

留意事項 


